
一般用下水道使用料早見表（２ヵ月につき）
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※ 表中の下水道使用料に、消費税が加算されます。

◎ 地区別検針月および納期限（口座振替日）一覧表
 羽黒・楽田・城東・池野地区  犬山・上野・木津・橋爪・五郎丸地区

 桃山台（楽田）・四季の丘（城東）

期　別 使  用  月 検針月納期限(口座振替日) 期　別 使  用  月 検針月納期限(口座振替日)

第１期 ２月・３月 ３月    ４月３０日 第１期 ３月・４月 ４月    ５月３１日

第２期 ４月・５月 ５月    ６月３０日 第２期 ５月・６月 ６月    ７月３１日

第３期 ６月・７月 ７月    ８月３１日 第３期 ７月・８月 ８月    ９月３０日

第４期 ８月・９月 ９月  １０月３１日 第４期 ９月・10月 10月  １１月３０日

第５期 10月・11月 11月  １２月２５日 第５期 11月・12月 12月    １月３１日

第６期 12月・１月 １月    ２月 末 日 第６期 １月・２月 ２月    ３月３１日

※ 納期限(口座振替日)が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、翌営業日が納期限となります。

お問い合わせ先  犬山市役所　都市整備部　下水道課

 TEL (0568)44-0337  （直通）


